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改定前 改定後

第Ⅰ章 一般条項
第11条（費用等の負担）
（1）～
（2）～
（3）本人会員は、カードキャッシングを除くカード利用による支払金等の支払遅滞等、 本人会員の責めに
　　　　帰すべき事由により、当社が振込用紙を送付した場合の振込用紙送付手数料（１回につき264円
　　　　（税込み））、当社が訪問集金した場合の訪問集金費用（１回につき1,100円（税込み））を、
　　　　当社の請求により、支払います。
（4）～

第Ⅰ章 一般条項
第11条（費用等の負担）
（1）～
（2）～
（3）本人会員は、カードキャッシングを除くカード利用による支払金等の支払遅滞等、本人会員の責めに
　　　　帰すべき事由により、弁済の受領のため追加的に生じる費用としての回収事務手数料（１回につき
　　　　440円（税込み））を、当社が訪問集金した場合の訪問集金費用（１回につき1,100円（税込
　　　　み））を、当社の請求により支払います。
（4）～

第Ⅱ章 カードショッピング条項
第4条（カードショッピングの支払方法）
（1）カードショッピングの支払金の支払方法は、次のとおりします。
　　①～
　　➁～
　　③リボ払い…毎月締切日(月末)時点の残元金額に実質年率15.0％で計算された支払額(弁済金)
　　　　　　　　　　を翌月の約定支払日に支払う方法。「ケッコーライン」（後記「ケッコーライン利用特約」
　　　　　　　　　　参照）も含みます。
（2）～
（3）～
（4）リボ払いを除く支払方法の支払回数、支払期間、包括信用購入あっせんの手数料等は、次のとおり
　　　　となります。

第Ⅱ章 カードショッピング条項
第4条（カードショッピングの支払方法）
（1）カードショッピングの支払金の支払方法は、次のとおりします。
　　①～
　　➁～
　　③リボ払い…毎月締切日(月末)時点の残元金額に実質年率18.0％で計算された支払額(弁済金)
　　　　　　　　　　を翌月の約定支払日に支払う方法。「ケッコーライン」（後記「ケッコーライン利用特約」
　　　　　　　　　　参照）も含みます。
（2）～
（3）～
（4）リボ払いを除く支払方法の支払回数、支払期間、包括信用購入あっせんの手数料等は、次のとおり
　　　　となります。

　　●支払総額の具体的算定例《現金価格8万円、支払回数10回でカードを利用した場合》
　　　・包括信用購入あっせんの手数料… 80,000円×6.5円÷100円＝5,200円
　　　・支払総額………………………… 80,000円＋5,200円＝85,200円
　　　・月々の支払額（分割支払金）… 85,200円÷10回=8,520円
　　　　　　　　　　　　　　（100円未満（20円×10）は、初回に算入）
　　　・初回の分割支払金……………… 8,500円＋200円＝8,700円
　　　・２回目以降の分割支払金……… 8,500円
　　　（お支払金額は100円単位とし、端数は初回お支払金額に算入します。）

　　●支払総額の具体的算定例《現金価格8万円、支払回数10回でカードを利用した場合》
　　　・包括信用購入あっせんの手数料… 80,000円×8.2円÷100円＝6,560円
　　　・支払総額………………………… 80,000円＋6,560円＝86,560円
　　　・月々の支払額（分割支払金）… 86,560円÷10回=8,600円
　　　　　　　　　　　　　　（100円未満（56円×10）は、初回に算入）
　　　・初回の分割支払金……………… 8,600円＋560円＝9,160円
　　　・２回目以降の分割支払金……… 8,600円
　　　（お支払金額は100円単位とし、端数は初回お支払金額に算入します。）

（5）～
（6）～
（7）リボ払いの場合、本人会員は、カードショッピングの締切日における日本国内での利用代金で、当社に
　　　　売上計上された残高（以下「利用残高」という）に応じて、（8）項に定める支払額（弁済金）を
　　　　支払います。支払額（弁済金）には包括信用購入あっせんの手数料（実質年率15.0%）も含ま
　　　　れます。この場合、初回分の包括信用購入あっせんの手数料は、利用の翌日から初回返済日までの
　　　　日数とします。ただし、その期間は最長１か月間とします。また、包括信用購入あっせんの手数料込み
　　　　の利用残高があらかじめ定められた支払額（ミニマムペイメント）以下になったときは、残額を一括して
　　　　支払います。
 　　　※ショッピングリボ払いの包括信用購入あっせんの手数料率 15.0％（実質年率）
　　●リボ払いの各回ごとの支払額（弁済金）の具体的算定例
　　　《あらかじめ定めた支払額（弁済金）が5,000円で、利用残高10万円の場合》
　　　・支払額（弁済金）……………………… 5,000円
　　　・包括信用購入あっせんの手数料充当額… 10万円×15.0％×31日÷365日＝1,273円
　　　・元本充当額 ……………………………… 5,000円－1,273円＝3,727円
（8）～

（5）～
（6）～
（7）リボ払いの場合、本人会員は、カードショッピングの締切日における日本国内での利用代金で、当社に
　　　　売上計上された残高（以下「利用残高」という）に応じて、（8）項に定める支払額（弁済金）を
　　　　支払います。支払額（弁済金）には包括信用購入あっせんの手数料（実質年率18.0%）も含ま
　　　　れます。この場合、初回分の包括信用購入あっせんの手数料は、利用の翌日から初回返済日までの
　　　　日数とします。ただし、その期間は最長１か月間とします。また、包括信用購入あっせんの手数料込み
　　　　の利用残高があらかじめ定められた支払額（ミニマムペイメント）以下になったときは、残額を一括して
　　　　支払います。
 　　　※ショッピングリボ払いの包括信用購入あっせんの手数料率 18.0％（実質年率）
　　●リボ払いの各回ごとの支払額（弁済金）の具体的算定例
　　　《あらかじめ定めた支払額（弁済金）が5,000円で、利用残高10万円の場合》
　　　・支払額（弁済金）……………………… 5,000円
　　　・包括信用購入あっせんの手数料充当額… 10万円×18.0％×31日÷365日＝1,528円
　　　・元本充当額 ……………………………… 5,000円－1,528円＝3,472円
（8）～

支払回数（回） 1 2 3 5 6 10 12 15

支払期間（か月） 1 2 3 5 6 10 12 15

実質年率（%） 0 0 11.6 12.9 13.2 13.9 14.1 14.2

現金価格
100円当たりの
手数料の額（円）

0.00 0.00 1.95 3.25 3.90 6.50 7.80 9.75

支払回数（回） 18 20 24 30 36 ボーナス
一括払い

スキップ
一括払い

支払期間（か月） 18 20 24 30 36 2～6 2～8

実質年率（%） 14.3 14.3 14.3 14.2 14.2 0 0

現金価格
100円当たりの
手数料の額（円）

11.70 13.00 15.60 19.50 23.40 0.00 0.00

※ボーナス併用分割払いの実質年率は、上記と多少異なります。

支払回数（回） 1 2 3 5 6 10 12 15

支払期間（か月） 1 2 3 5 6 10 12 15

実質年率（%） 0 0 14.70 16.25 16.68 17.51 17.69 17.84

現金価格
100円当たりの
手数料の額（円）

0.00 0.00 2.46 4.10 4.92 8.20 9.84 12.30

支払回数（回） 18 20 24 30 36 ボーナス
一括払い

スキップ
一括払い

支払期間（か月） 18 20 24 30 36 2～6 2～8

実質年率（%） 17.89 17.90 17.88 17.78 17.65 0 0

現金価格
100円当たりの
手数料の額（円）

14.76 16.40 19.68 24.60 29.52 0.00 0.00

※ボーナス併用分割払いの実質年率は、上記と多少異なります。
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